
原子炉格納容器内の塗装に関する指針（ＪＥＡＧ指針関係箇所抜粋）



【質問1】  

2.4.5(3)および解説2-4-5-1にありますようにＰＷＲ環境模擬のための試験溶液は必ず溶

液を噴霧する必要がございますか？また蒸気噴霧に留めた場合、塗料の耐久性の証明にはな

らないのでしょうか？ 

【回答】 

ＰＷＲ環境を想定する場合は、証明にはなりません。ＰＷＲは薬注しているため、この化

学的影響をみるために試験溶液での噴霧としています。 

これは、解説2-4-5-1に記載しているように、ボイラに薬品を入れても、薬品はボイラ中に

残留し、蒸気側では所定の濃度にならないためです。 

【補足】 

ＰＷＲは薬注しているため、事故時には塗膜に薬注溶液が噴霧されることになります。 

これを考慮し、事故時を想定した本試験では塗膜の化学的影響もみるため、薬品入り試験溶

液での噴霧を規定しているものです。 

【質問2】 

また指定の条件の高圧状況下で溶液噴霧するためには具体的な装置構成の例などご教示い

ただけますでしょうか。 

【回答】 

具体的な例は、ご提示することはできません。 
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